
「大人の８ヵ月、子どもの８ヵ月！」
校長 大浜 譲

今年度がスタートして、８ヵ月が過ぎました。大人の感覚で
は８ヵ月はそう長い期間とは感じないかもしれませんが、 子
どもたちからするとこの８ヶ月間は、 結構なスピードで成長
している期間でもあります。
それを強く実感したのは先日（11/25）、 １年生が主催し
た「あきランド」の場でした。「あきランド 」とは、来年１年生
になる幼稚園や保育所の５歳児を、学校に招待して一緒に
楽しい時間を過ごしてもらうという生活科の学習の一環です。
１年生は、この日のために、ドングリや松ぼっくり、ソテツの
実やあちこーこーの実（デイゴ）などで、 いろいろなゲーム
を作ったり手作り賞品にしたりしていました。
当日は、招待した５歳児の皆さんを楽しませるために分かりやすくゲームのルールや遊び方の
説明をしたり、スムーズに進むように使用する小道具を前もって準備・手渡したりするなど、その
光景はまさしく「おもてなしの心」に溢れていました。
小学校では一番下の学年ということもあり、ついついまだ幼いという目で見ていた１年生です
が、いつの間にか立派なお兄ちゃん・お姉ちゃんになっているなぁと感動しました。１年生を例と
して挙げましたが、もちろん各学年とも４月の始業式の頃と比べるとかなりの成長をしています。
あと４ヵ月もすると、 ６年生はもう中学生です（早や！）。子どもたちの成長を間近で見ることが
でき、感動できる場にいるということに幸せを感じています。

さて 、本年度本校は、石垣市及び法務局より「人権の花運
動」の指定を受けています。その関係で先日、中山石垣市長
や法務局の関係者をお招きして「苗の植え付け式」を行いま
した。 校内では今、子どもたちや先生方が一緒になってマリ
ーゴールドやサルビア、 ベゴニアなどの苗を植え始めていま
す。
有名な詩人である、あいだみつをさんの作品に「美しいもの
を見て、美しいと言える その心が美しい」という詩があります。
人は心がすさんでいると周りが見えなくなり、美しいものを見
ても美しいとは感じなくなるそうです（寂しいことですね）。今回植え付けた苗がきれいに開花す
るのは来年２月頃の予定ですが、ぜひ登小っ子の皆さんには、満開の花を見て「美しいな、きれ
いだな」と感じる心を大切にしてほしいなと思っています。
そしてもう一つ、登小には先輩方から脈々と受け継がれている校訓の「 誠実・勇敢・礼節 」が
あります。 花壇にはきれいな花を咲かせて、一人一人の心には誠実・勇敢・礼節の花を咲かせ
ていければと考えています。
2022年最後の月となりました。 今月も保護者の皆様、 地域の皆様からの温かいご支援・ご
協力を前進エネルギーに変え、職員一同日々の教育活動に頑張っていきたいと思います。



【１２月】
１日 学校テスト
３日 八重山地区音楽発表会
５日 人権の日

芸術鑑賞会（１・３・４年）
６日 芸術鑑賞会（２・５・６年）
７日 学期末整理～９日 ※早下校５校時

１３日 安全点検日
創立記念集会（朝）

１４日 音読・音楽集会
委員会
子ども支援会議
校外学習（５年）

１５日 創立記念日
就学旅行～１６日（６年）

１７日 PTA九州ブロック研究大会(那覇)～１８日
２１日 学年集会

職員会議
２２日 クラブ（３年生見学）
２３日 ２学期終業式 ※給食清掃後下校
２８日 仕事納め

【１月】
３日 平成２６年度卒業生タイムカプセル開封
６日 ３学期始業式 ※給食あり
９日 成人式

師 走
◆生活目標･･･････物を大切にしよう
◆保健目標・・・・・・みんな仲良くしよう
◆安全目標・・・・・・冬を安全に過ごそう
◆給食目標･･････・自分の食生活をふり返ろう
◆図書目標・・・・・・読書の幅を広げよう
◆人権目標･･････・みんなちがってみんないいな

近年、食物アレルギーを持つ児童の増加等に伴う観点よ
り、本校では「学校における旅行先からの児童等へのお土
産配布はお断り」としたいと思います。
これまでの厚意に感謝しておりますが、児童の安心・安

全の為、ご理解とご協力をお願いします。

長年、歴代の６年生が取り組んだ「租税教室」
の開催にあたり、学校賞をいただきました。こ
れからも「税」について学習を深めていきます。

栽培委員会を中心に、ベゴニアの苗をプラン
ターに植え付けることができました。この植付式
を皮切りに、各学年の花壇整備等、栽培活動がど
んどんスタートしています。１～２月頃の「開花
式」を目指して花いっぱいの学校にしていきたい
と思います。楽しみですね！
【人権の花運動】
「子どもたちが生命を協力して育てることで生命
の尊さを実感し、その中で豊かな心を育み優しさ
と思いやりの心を体得する」ことを目的とした取
り組みです。

１ ４ １ 才

近年、本校における携帯電話の所持率が増加しておりま
す。それに伴い、活用方法の共通確認が必要となりました。
確認をお願いします。
◆学校に携帯電話を持ち込む際には、担任を通じ携帯電話
所持許可申請を行ってください。

◆携帯電話の使用は、公衆電話設置周辺のみといたします。

本校では、「自ら進んで学び、共に高め合いな
がら、未来を拓くたくましい登小っ子の育成」を学
校教育目標に掲げ、教育実践をしてきました。

学校・家庭・地域の連携協力による学校づくり
を推進するために、今年度も「学校づくりアン
ケート」を実施します。

今年度よりＷｅｂアンケートでの実施となりま
す。詳細は、学校からのお便りをご覧ください。
ご協力をお願いします。

期間：１２月１日(木) ～１２月２２日(木)

Ｗｅｂアンケートで回答で
きない家庭は、担任まで声を
おかけ下さい。紙面での回答
用紙をお配りします。
※できればＷｅｂアンケート
での回答を願います。


